
私たちの目指す学校教育について 
 

統廃合に関する協議については、「教育基本法｣等関係法規に述べられた教育の普遍的な目

的や目標を理解したうえで進めるべきである。 

 

□ 教育基本法 

（教育の目的）  

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質

を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。  

（教育の目標）  

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成す

るよう行われるものとする。  

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、

健やかな身体を養うこと。  

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うととも

に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。  

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体

的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国

際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。  

 

（教育振興基本計画）  

第十七条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振

興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的

な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。  

２  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における

教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 



□ 中学校学習指導要領第１章 総則 

第 1  教育課程編成の一般方針 
※ 教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育内容を生徒の心身の発達に応じ、授業時

数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。 

 

1  各学校においては，法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれ

た育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階や特性等を十分考慮して、適切な

教育課程を編成するものとする。 

 学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目

指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図る

とともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければ

ならない。 

 

2  学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳の時間をはじ

めとして各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わ

なければならない。 

 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精

神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊か

な心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際

社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこ

とを目標とする。 

 道徳教育を進めるに当たっては、教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに、生徒

が人間としての生き方についての自覚を深め、家庭や地域社会との連携を図りながら、ボランテ

ィア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図ら

れるよう配慮しなければならない。 

 

3  学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとす

る。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科の時間は

もとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。

また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な

体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基

礎が培われるよう配慮しなければならない。 

 

□ 狭山市教育振興基本計画 

第２章 施策 

基本目標Ⅲ 安全で快適な学習環境を備えた教育の推進 

施策２ 学校の規模と配置の適正化の推進 

 小・中学校の統廃合の推進 

「狭山市立小・中学校の規模と配置の適正化に関する基本方針」に基づき、小・中学校

の統廃合を計画的に推進することとし、今後は、生徒数の動向を踏まえて、中学校の統

廃合に取り組みます。 

 


